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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の咽喉部の音である咽喉音を音響信号として取得する信号取得部と、
　前記音響信号から特徴量を抽出し、前記対象者が嚥下を行った期間である嚥下区間を前
記特徴量に基づいて検出する検出部と、
　前記検出部が前記嚥下区間を検出したことを契機に、前記嚥下区間における前記音響信
号を知覚可能に出力するための信号に変換する生成部と、
　前記生成部によって変換された信号を出力する出力部と、を備え、
　前記生成部は、前記検出部が前記嚥下区間を検出したことを契機に、前記嚥下区間にお
ける前記音響信号を、音として出力するための第１再生信号に変換し、
　前記出力部は、前記第１再生信号を嚥下音として出力する、嚥下情報提示装置。
【請求項２】
　前記生成部は、前記第１再生信号を変調信号に変調し、
　前記出力部は、前記変調信号を前記嚥下音として出力する、請求項１記載の嚥下情報提
示装置。
【請求項３】
　前記嚥下区間を除く期間の一部を少なくとも含む期間における前記音響信号を、音とし
て出力するための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、
　前記出力部は、前記第２再生信号を前記咽喉音として出力する、請求項１又は２記載の
嚥下情報提示装置。
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【請求項４】
　前記生成部又は前記再生部は、前記嚥下音の強度と前記咽喉音の強度との少なくとも一
方を調整可能な機能を含む、請求項３記載の嚥下情報提示装置。
【請求項５】
　対象者の咽喉部の音である咽喉音を音響信号として取得する信号取得部と、
　前記音響信号から特徴量を抽出し、前記対象者が嚥下を行った期間である嚥下区間を前
記特徴量に基づいて検出する検出部と、
　前記検出部が前記嚥下区間を検出したことを契機に、前記嚥下区間における前記音響信
号を知覚可能に出力するための信号に変換する生成部と、
　前記生成部によって変換された信号を出力する出力部と、
　前記嚥下区間を除く期間の一部を少なくとも含む期間における前記音響信号を、音とし
て出力するための第２再生信号に変換する再生部と、を備え、
　前記生成部は、前記検出部が前記嚥下区間を検出したことを契機に、前記嚥下区間にお
ける前記音響信号を、予め記憶している検出音として出力するための信号に変換し、
　前記出力部は、前記生成部によって変換された信号を前記検出音として出力し、
　前記出力部は、前記第２再生信号を前記咽喉音として出力する、嚥下情報提示装置。
【請求項６】
　前記生成部又は再生部は、前記検出音の強度と前記咽喉音の強度との少なくとも一方を
調整可能な機能を含む、請求項５記載の嚥下情報提示装置。
【請求項７】
　前記嚥下区間を除く期間における前記音響信号を、音として出力するための第２再生信
号に変換する再生部を更に備え、
　前記出力部は、前記第２再生信号を前記咽喉音として出力する、請求項３～６の何れか
一項記載の嚥下情報提示装置。
【請求項８】
　前記嚥下区間を除く期間の一部及び前記嚥下区間における前記音響信号を、音として出
力するための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、
　前記出力部は、前記第２再生信号を前記咽喉音として出力する、請求項３～６の何れか
一項記載の嚥下情報提示装置。
【請求項９】
　対象者の咽喉部の音である咽喉音を音響信号として取得する第１ステップと、
　前記音響信号を基に音区間を検出する第２ステップと、
　前記音響信号の前記音区間における特徴量を抽出する第３ステップと、
　前記音区間における前記特徴量に基づいて、対象者が嚥下を行った音区間である嚥下区
間を検出する第４ステップと、
　前記第４ステップにて前記嚥下区間が検出されたことを契機に、前記嚥下区間における
前記音響信号を音として出力するための第１再生信号に変換する第５ステップと、
　前記第１再生信号を変調信号に変調する第６ステップと、
　前記音響信号を音として出力するための第２再生信号に変換する第７ステップと、
　前記第２再生信号を遅延させる第８ステップと、
　前記変調信号を嚥下音として、前記第２再生信号を咽喉音として、出力する第９ステッ
プと、
を実行する嚥下情報提示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嚥下情報提示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば嚥下機能が低下すると、食事の際に通常よりも誤嚥を起こし易くなる。このため
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、例えば医療又は介護の現場では、看護者又は介護者等には、対象者の食事中において、
嚥下が適切に行われていることの確認が求められる場合がある。そこで、嚥下が行われた
ことを容易に把握するための手段が提案されている（例えば下記特許文献１及び非特許文
献１～３参照）。
【０００３】
　特許文献１及び非特許文献１には、対象者の咽喉部の音をマイクで検出すると共に、検
出された音をスピーカから出力する装置が開示されている。これらの装置によれば、看護
者又は介護者等のユーザは、スピーカから出力される対象者の咽喉部の音を聞いて、その
微妙な音の違いから嚥下が適切に行われたか否かを判断することができる。
【０００４】
　非特許文献２には、対象者の嚥下時の音を咽喉部の複数箇所に配置された加速度トラン
スデューサで検出し、検出された音の音響信号に基づいて、嚥下時の音の産生部位、及び
各産生部位における音響特性を解明する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１１１７４８号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】“ごっくんチェッカー”、[online]、株式会社リザービア、[平成28年5
月28日検索]、インターネット〈URL:http://www.誤嚥性肺炎.com/〉
【非特許文献２】中山裕司、外5名、「嚥下音の産生部位と音響特性の検討」、昭和歯学
会雑誌、昭和大学昭和歯学会、平成18年、第26巻、p.163－174
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１及び非特許文献１に記載の装置は、対象者の咽喉部の音をスピー
カから単に出力する機能のみを有している。また、非特許文献２に記載の方法では、予め
対象者の嚥下時の音であることが分かっている音が用いられる。
【０００８】
　しかしながら、実際の咽喉部の音には、嚥下時の音だけでなく、咀嚼時、発話時の音等
も含まれているため、咽喉部の音から嚥下時の音を聞き分けることは容易ではない。この
ため、嚥下が行われたか否かを確認することが難しい場合がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、嚥下が行われたことをユーザに容易
に確認させることができる嚥下情報提示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の嚥下情報提示装置は、対象者の咽喉部の音である咽喉音を音響信号として取得
する信号取得部と、音響信号から特徴量を抽出し、対象者が嚥下を行った期間である嚥下
区間を特徴量に基づいて検出する検出部と、検出部が嚥下区間を検出したことを契機に、
嚥下区間における音響信号を知覚可能に出力するための信号に変換する生成部と、生成部
によって変換された信号を出力する出力部と、を備える。
【００１１】
　この嚥下情報提示装置では、対象者の咽喉音の音響信号から特徴量が抽出され、特徴量
に基づいて嚥下区間が検出される。このため、嚥下区間を自動的に識別することができる
。また、嚥下区間が検出されたことを契機に、嚥下区間における音響信号が知覚可能に出
力されるための信号に変換され、変換された信号が知覚可能に出力される。このため、看
護者又は介護者等のユーザに対して、対象者が嚥下を行ったことをより確実に知らせるこ
とができる。よって、嚥下が行われたことをユーザに容易に確認させることができる。
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【００１２】
　本発明の嚥下情報提示装置では、生成部は、検出部が嚥下区間を検出したことを契機に
、嚥下区間における音響信号を、音として出力するための第１再生信号に変換し、出力部
は、第１再生信号を嚥下音として出力してもよい。この場合、看護者又は介護者等のユー
ザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、嚥下音を聞くことによって、
嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【００１３】
　この嚥下情報提示装置では、生成部は、第１再生信号を変調信号に変調し、出力部は、
変調信号を嚥下音として出力してもよい。この場合、嚥下音をより聞き取り易くして出力
することができるため、嚥下が行われたことをユーザに一層容易に確認させることができ
る。
【００１４】
　この嚥下情報提示装置では、嚥下区間を除く期間の一部を少なくとも含む期間における
音響信号を、音として出力するための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、出力部
は、第２再生信号を咽喉音として出力してもよい。この場合、検出部が嚥下区間を検出す
ることができなかったとき、又は、検出部が嚥下区間以外の期間を嚥下区間であると誤っ
て検出したときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介護者等
のユーザは、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認することができ
る。
【００１５】
　この嚥下情報提示装置では、生成部又は再生部は、嚥下音の強度と咽喉音の強度との少
なくとも一方を調整可能な機能を含んでもよい。この場合、嚥下音がより聞き取り易くな
るように嚥下音の強度と咽喉音の強度とのバランスを調整することができるため、嚥下が
行われたことをユーザに一層容易に確認させることができる。
【００１６】
　この嚥下情報提示装置では、生成部は、検出部が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥
下区間における音響信号を、予め記憶している検出音として出力するための信号に変換し
、出力部は、生成部によって変換された信号を前記検出音として出力してもよい。この場
合、嚥下音に代えて、より聞き取り易い検出音を出力するため、嚥下が行われたことをユ
ーザに一層容易に確認させることができる。
【００１７】
　この嚥下情報提示装置では、嚥下区間を除く期間の一部を少なくとも含む期間における
音響信号を、音として出力するための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、出力部
は、第２再生信号を咽喉音として出力してもよい。この場合、検出部が嚥下区間を検出す
ることができなかったとき、又は、検出部が嚥下区間以外の期間を嚥下区間であると誤っ
て検出したときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介護者等
のユーザは、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認することができ
る。
【００１８】
　この嚥下情報提示装置では、生成部又は再生部は、検出音の強度と咽喉音の強度との少
なくとも一方を調整可能な機能を含んでもよい。この場合、検出音がより聞き取り易くな
るように検出音の強度と咽喉音の強度とのバランスを調整することができるため、嚥下が
行われたことをユーザに一層容易に確認させることができる。
【００１９】
　この嚥下情報提示装置では、嚥下区間を除く期間における音響信号を、音として出力す
るための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、出力部は、第２再生信号を咽喉音と
して出力してもよい。この場合、検出部が嚥下区間を検出することができなかったときで
あっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介護者等のユーザは、咽喉
音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認することができる。
【００２０】
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　この嚥下情報提示装置では、嚥下区間を除く期間の一部及び嚥下区間における音響信号
を、音として出力するための第２再生信号に変換する再生部を更に備え、出力部は、第２
再生信号を咽喉音として出力してもよい。この場合、検出部が嚥下区間を検出することが
できなかったとき、又は、検出部が嚥下区間以外の期間を嚥下区間であると誤って検出し
たときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介護者等のユーザ
は、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認することができる。
【００２１】
　この嚥下情報提示装置では、生成部は、検出部が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥
下区間における音響信号を、光として出力するための信号に変換し、出力部は、生成部に
よって変換された信号を光として出力してもよい。この場合、看護者又は介護者等のユー
ザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、出力部によって出力された光
を見ることによって、嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【００２２】
　この嚥下情報提示装置では、生成部は、検出部が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥
下区間における音響信号を、振動として出力するための信号に変換し、出力部は、生成部
によって変換された信号を振動として出力してもよい。この場合、看護者又は介護者等の
ユーザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、出力部によって出力され
た振動を感じることによって、嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、嚥下が行われたことをユーザに容易に確認させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】一実施形態に係る嚥下情報提示装置を示すブロック図である。
【図２】嚥下情報提示装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】嚥下情報提示装置による嚥下情報の提示処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、一
実施形態に係る嚥下情報提示装置を示すブロック図である。図１に示す嚥下情報提示装置
１は、対象者が嚥下を行った期間（嚥下区間）における対象者の咽喉部の音（咽喉音）で
ある嚥下音を出力（再生）することによって、対象者が嚥下を行ったことを周囲に知らせ
る装置である。嚥下情報提示装置１を使用することが想定されるユーザの一例として、医
療又は介護の現場における看護者又は介護者等が挙げられる。この場合、上記対象者は、
ユーザから看護又は介護を受ける者等である。なお、ユーザ及び対象者は、これらの者に
限定されない。
【００２６】
　図１に示すように、嚥下情報提示装置１は、マイク２との間で有線又は無線によって通
信を行う。マイク２は、対象者の咽喉部の音を検出して、電気信号である音響信号として
嚥下情報提示装置１に出力する。マイク２は、例えば、対象者の首に固定される固定具に
よって当該対象者の咽喉部に保持される。なお、マイク２が対象者の咽喉部に保持される
態様は特に限定されない。
【００２７】
　また、嚥下情報提示装置１は、第１スピーカ３及び第２スピーカ４との間で有線又は無
線によって通信を行う。嚥下情報提示装置１は、嚥下音として出力するための信号を第１
スピーカ３に出力し、第１スピーカ３は、嚥下音を出力する。また、嚥下情報提示装置１
は、咽喉音として出力するための信号を第２スピーカ４に出力し、第２スピーカ４は、咽
喉音を出力する。
【００２８】
　図２は、嚥下情報提示装置のハードウェア構成を示すブロック図である。同図に示すよ
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うに、嚥下情報提示装置１は、物理的には、ＣＰＵ１０１、主記憶装置であるＲＡＭ１０
２及びＲＯＭ１０３、入力キー、タッチセンサ等の入力デバイスである入力装置１０４、
タッチパネルディスプレイ、液晶ディスプレイ等の出力装置１０５、半導体メモリ等の補
助記憶装置１０６、などを含むコンピュータシステム（情報処理プロセッサ）として構成
されている。嚥下情報提示装置１の後述する処理機能は、図２に示されるＣＰＵ１０１、
ＲＡＭ１０２等のハードウェア上に１又は複数の所定のコンピュータソフトウェアを読み
込ませることにより、ＣＰＵ１０１の制御のもとで入力装置１０４及び出力装置１０５を
動作させると共に、ＲＡＭ１０２や補助記憶装置１０６におけるデータの読み出し及び書
き込みを行うことで実現される。
【００２９】
　図１に戻り、嚥下情報提示装置１の具備する機能的構成要素の詳細について説明する。
嚥下情報提示装置１は、機能的構成要素として、信号取得部１０と、検出部１１と、生成
部１２と、再生部１３と、遅延部１４と、出力部１５とを備えている。
【００３０】
　信号取得部１０は、マイク２によって出力される咽喉音を音響信号として取得する。信
号取得部１０は、取得した音響信号をＡ／Ｄ変換するためのＡ／Ｄ変換部を有する。Ａ／
Ｄ変換部の構成は特に限定されない。信号取得部１０は、取得した音響信号をＡ／Ｄ変換
し、検出部１１に出力する。
【００３１】
　検出部１１は、音響信号から特徴量を抽出し、抽出した特徴量に基づいて嚥下区間を検
出する。検出部１１は、音区間検出部２０と、特徴量抽出部２１と、識別部２２と、を有
している。
【００３２】
　音区間検出部２０は、ＶＡＤ（Voice Activity Detection ：音区間検出）によって、
音の信号を含む区間（期間）を判別する。本実施形態では、音区間検出部２０は、具体的
には、咽喉音の音響信号の内のパワー（例えば、対数パワー）が所定値以上である期間を
検出し、検出した各期間を音イベントと判定する。ここで、音イベントとは、音を発生す
る事象を意味し、例えば、対象者による嚥下、咀嚼、発話等、又は環境音等が挙げられる
。なお、音区間検出部２０において用いることのできる具体的なＶＡＤの手法は、上述し
たものに限定されない。
【００３３】
　特徴量抽出部２１は、音区間検出部２０によって検出された各音イベントにおける特徴
量を抽出する。特徴量としては、例えば、ＭＦＣＣ（Mel-Frequency Cepstrum Coefficie
nts：メル周波数ケプストラム係数）、及び、音響信号の位相情報を用いることができる
。音響信号の位相情報は、音響信号の波形の位相の違いに関する情報である。位相情報を
用いた場合には、音響信号は、パワースペクトルに差異がなくても位相によって異なる波
形として扱われる。なお、特徴量抽出部２１において用いられる位相情報については、「
王龍標、外3名、「位相情報を利用した話者識別・照合法の評価」、社団法人情報処理学
会研究報告、2008-SLP-74(30)、p.173-178」等に詳述されている。
【００３４】
　識別部２２は、識別器であり、特徴量抽出部２１によって抽出された各音イベントにお
ける特徴量に基づいて、当該音イベントに対応するラベルを識別する。ここで、ラベルと
は、各音イベントにおいて音を発生させた原因である。ラベルは、対象者による嚥下を少
なくとも含み、その他に、対象者による咀嚼、発話等を含んでもよい。対応するラベルが
嚥下であると識別部２２によって識別された音イベントの音区間が、嚥下区間として検出
される。本実施形態では、識別部２２は、ＳＶＭ（Support Vector Machine）を用いて構
成されている。
【００３５】
　生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥下区間における音響
信号を知覚可能に出力するための信号に変換する。具体的には、生成部１２は、検出部１
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１が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥下区間における音響信号を、音として出力する
ための第１再生信号に変換する。
【００３６】
　ここで、生成部１２は、第１再生信号を、嚥下音として出力するための変調信号に変調
する。「変調」とは、第１再生信号の振幅、周波数、及び位相の内の少なくとも一つを変
化させることにより、第１再生信号の波形を変化させることを意味する。「嚥下音」とは
、嚥下区間における音響信号を知覚可能な音として出力したものである。生成部１２は、
変調信号を出力部１５に出力する。なお、生成部１２は、第１再生信号を変調信号に変調
し、変調信号を出力部１５に出力するまでの処理に所定の時間を要する。
【００３７】
　また、生成部１２は、出力部１５によって出力される嚥下音の強度を調整可能な機能を
有する調整部２３を含む。なお、出力部１５が嚥下音及び咽喉音を出力することについて
は、後述する。
【００３８】
　再生部１３は、検出部１１が嚥下区間を検出したか否かに拘らず（すなわち、嚥下区間
を除く期間の一部及び嚥下区間において）、音響信号を、咽喉音として出力するための第
２再生信号に変換する。「咽喉音」とは、嚥下区間に限らない期間における音響信号を知
覚可能な音として出力したものである。再生部１３は、第２再生信号を遅延部１４に出力
する。
【００３９】
　遅延部１４は、遅延回路によって構成され、第２再生信号を遅延させる。遅延部１４は
、遅延させた第２再生信号を出力部１５に出力する。遅延部１４が第２再生信号を遅延さ
せる時間は、生成部１２が、第１再生信号を変調信号に変調し、変調信号を出力部１５に
出力するまでの処理に要する時間と一致するように設定されている。
【００４０】
　出力部１５は、変調信号及び第２再生信号をＤ／Ａ変換するためのＤ／Ａ変換部を有す
る。Ｄ／Ａ変換部の構成は特に限定されない。出力部１５は、生成部１２から入力された
変調信号をＤ／Ａ変換し、第１スピーカ３に出力する。また、出力部１５は、遅延部１４
から入力された第２再生信号をＤ／Ａ変換し、第２スピーカ４に出力する。これにより、
出力部１５は、第１スピーカ３を介して変調信号を嚥下音として出力すると共に、第２ス
ピーカを介して第２再生信号を咽喉音として出力する。換言すると、出力部１５は、第１
スピーカ３及び第２スピーカ４を介して、嚥下音と咽喉音とをステレオ出力する。なお、
出力部１５は、嚥下音と咽喉音とを時間同期加算して、第１スピーカ３及び第２スピーカ
４の両方を介して出力してもよい。
【００４１】
　上述した生成部１２の調整部２３は、出力部１５によって出力される嚥下音の強度を調
整可能な機能を有する。すなわち、調整部２３は、嚥下音の強度と咽喉音の強度とのバラ
ンスを調整する。例えば、調整部２３は、ボリューム調整用ボタンによって実現され、当
該ボタンによってバランスを調整する。或いは、調整部２３は、ソフトウェアで実現され
る入力手段を含んでいて、当該入力手段によってバランスを調整するように構成されてい
てもよく、また、外部から通信等で取得されるパラメータによってバランスを調整するよ
うに構成されていてもよい。なお、調整部２３は、嚥下音の強度と咽喉音の強度との両方
を調整可能な機能を有していてもよく、その場合には、調整部２３は、嚥下音又は咽喉音
の何れか一方の強度を増大させると共に、何れか他方の強度を低下させてもよい。
【００４２】
　続いて、上述した嚥下情報提示装置１の動作について、図３を参照しながら説明する。
図３は、嚥下情報提示装置による嚥下情報の提示処理を示すフローチャートである。
【００４３】
　嚥下情報の提示処理の開始の指示が受け付けられると、図３のフローチャートに示す処
理が開始される。最初に、信号取得部１０により出力される咽喉音の音響信号が、マイク



(8) JP 6775218 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

２によって取得される（ステップＳ１）。そして、信号取得部１０によって取得された音
響信号が検出部１１の音区間検出部２０に出力される。
【００４４】
　次に、音区間検出部２０により、音響信号に対してＶＡＤが行われる。具体的には、音
区間検出部２０により、咽喉音の音響信号の内のパワー（例えば、対数パワー）が所定値
以上である期間が検出され、検出された各期間が音イベントと判定される（ステップＳ２
）。そして、特徴量抽出部２１により、音区間検出部２０によって検出された各音イベン
トにおける特徴量（例えば、ＭＦＣＣ、及び、各音イベントでの音響信号の位相情報）が
抽出される（ステップＳ３）。更に、識別部２２により、特徴量抽出部２１によって抽出
された各音イベントにおける特徴量に基づいて、対象者による嚥下に対応する音イベント
が識別される（ステップＳ４）。このようにして識別された対象者の嚥下に対応する音イ
ベントの音区間が、嚥下区間と判定される。
【００４５】
　次に、検出部１１によって嚥下区間が検出されたことを契機に、生成部１２により、嚥
下区間における音響信号が第１再生信号に変換され（ステップＳ５）、第１再生信号が変
調信号に変調される（ステップＳ６）。変調信号は、生成部１２から出力部１５に出力さ
れる。
【００４６】
　ここで、ステップＳ５，Ｓ６の処理に同期して、再生部１３により、音響信号が第２再
生信号に変換され（ステップＳ７）、第２再生信号が遅延部１４に出力される。第２再生
信号は、遅延部１４において遅延される（ステップＳ８）。遅延された第２再生信号は、
遅延部１４から出力部１５に出力される。
【００４７】
　そして、変調信号が嚥下音として出力部１５によって出力されると共に、第２再生信号
が咽喉音として出力部１５によって出力される。このとき、嚥下音及び咽喉音は、第１ス
ピーカ３及び第２スピーカ４を介して時間同期加算又はステレオで出力される（ステップ
Ｓ９）。
【００４８】
　このとき、嚥下音が第１スピーカ３によって出力されている間にも、咽喉音は第２スピ
ーカ４によって出力されている。このため、看護者又は介護者等のユーザは、第１スピー
カ３によって出力される嚥下音によって、対象者が嚥下を行ったことを確認しつつ、第２
スピーカ４によって出力される咽喉音から嚥下音を聞き分けることによって、検出部１１
が嚥下区間を正しく検出したこと（すなわち、検出部１１が嚥下区間を検出することがで
きなかった場合ではなく、且つ、検出部１１が嚥下区間以外の期間を嚥下区間であると誤
って検出した場合ではないこと）を確認することができる。
【００４９】
　上記のステップＳ１～ステップＳ９の処理は、嚥下情報の提示処理の終了の指示が受け
付けられるまで繰り返される。
【００５０】
　以上説明したように、嚥下情報提示装置１では、対象者の咽喉音の音響信号から特徴量
が抽出され、特徴量に基づいて嚥下区間が検出される。このため、嚥下区間を自動的に識
別することができる。また、嚥下区間が検出されたことを契機に、嚥下区間における音響
信号が音として知覚可能に出力されるための信号に変換され、変換された信号が音として
出力される。このため、看護者又は介護者等のユーザは、手や目を使って作業している最
中であっても、耳を使って、対象者が嚥下を行ったことを確実に確認することができる。
よって、ユーザが作業中であっても、嚥下が行われたことをユーザに容易に確認させるこ
とができる。
【００５１】
　また、嚥下情報提示装置１では、生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したこと
を契機に、嚥下区間における音響信号を、音として出力するための第１再生信号に変換し
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、出力部１５は、第１再生信号を嚥下音として出力する。このため、看護者又は介護者等
のユーザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、嚥下音を聞くことによ
って、嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【００５２】
　また、嚥下情報提示装置１では、生成部１２は、第１再生信号を変調信号に変調し、出
力部１５は、変調信号を嚥下音として出力する。このため、嚥下音をより聞き取り易くし
て出力することができるため、嚥下が行われたことをユーザに一層容易に確認させること
ができる。
【００５３】
　また、嚥下情報提示装置１では、嚥下区間を除く期間の一部を少なくとも含む期間にお
ける音響信号を、音として出力するための第２再生信号に変換する再生部１３を更に備え
、出力部１５は、第２再生信号を咽喉音として出力する。このため、検出部１１が嚥下区
間を検出することができなかったとき、又は、検出部１１が嚥下区間以外の期間を嚥下区
間であると誤って検出したときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護
者又は介護者等のユーザは、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認
することができる。
【００５４】
　また、嚥下情報提示装置１では、生成部１２は、嚥下音の強度を調整可能な機能を含む
。このため、嚥下音がより聞き取り易くなるように嚥下音の強度と咽喉音の強度とのバラ
ンスを調整することができるため、嚥下が行われたことをユーザに一層容易に確認させる
ことができる。
【００５５】
　また、嚥下情報提示装置１では、嚥下区間を除く期間の一部及び嚥下区間における音響
信号を、音として出力するための第２再生信号に変換する再生部１３を更に備え、出力部
１５は、第２再生信号を咽喉音として出力する。このため、検出部１１が嚥下区間を検出
することができなかったとき、又は、検出部１１が嚥下区間以外の期間を嚥下区間である
と誤って検出したときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介
護者等のユーザは、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認すること
ができる。
【００５６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態におい
ては、生成部１２は第１再生信号を変調信号に変調して出力部１５に出力し、出力部１５
は変調信号を嚥下音として出力する。しかし、生成部１２は第１再生信号を変調信号に変
調せずに出力部１５に出力し、出力部は第１再生信号を嚥下音として出力してもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態においては、再生部１３は、音響信号を、音として出力するための
第２再生信号に変換し、出力部１５は、第２再生信号を咽喉音として出力する。しかし、
嚥下情報提示装置１は、再生部１３を備えず、出力部１５は、咽喉音を出力しなくてもよ
い。
【００５８】
　また、生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥下区間におけ
る音響信号を、予め記憶している検出音として出力するための信号に変換し、出力部１５
は、生成部１２によって変換された信号を検出音として出力してもよい。この場合、嚥下
音に代えて、より聞き取り易い検出音を出力するため、嚥下が行われたことをユーザに一
層容易に確認させることができる。
【００５９】
　なお、検出音は、特に限定されるものではない。例えば、検出音は、予め録音された典
型的な嚥下音であってもよく、人工的に作り出された合成音による「ごっくん」等の音（
オノマトペ）であってもよく、チャイム等の既定の音であってもよい。
【００６０】
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　また、検出音は、嚥下区間の長さに応じて出力される長さが変えられてもよい。例えば
、嚥下区間の長さ（例えば、嚥下の開始から完了までに要した時間の長さ）と同等の長さ
になるように、検出音の長さが変えられてもよい。そのためには、検出音の再生速度が調
整されることによって検出音の長さが変えられてもよく、或いは、嚥下区間の長さと同等
の長さになるまで検出音が繰り返し出力されてもよい。
【００６１】
　ここで、出力部１５が検出音を出力する場合においては、調整部２３は、検出音の強度
を調整可能な機能を有していてもよく、或いは、調整部２３は、検出音の強度と咽喉音の
強度との両方を調整可能な機能を有していてもよい。この場合、検出音がより聞き取り易
くなるように検出音の強度と咽喉音の強度とのバランスを調整することができるため、嚥
下が行われたことをユーザに一層容易に確認させることができる。
【００６２】
　また、調整部２３は、再生部１３に含まれ、出力部１５によって出力される咽喉音の強
度を調整可能な機能を有していてもよい。或いは、調整部２３は、再生部１３に含まれ、
嚥下音（又は検出音）の強度と咽喉音の強度との両方を調整可能な機能を有していてもよ
い。
【００６３】
　また、上記実施形態においては、再生部１３は、嚥下区間を除く期間の一部及び嚥下区
間における音響信号を、音として出力するための第２再生信号に変換し、第２再生信号を
咽喉音として出力する。しかし、再生部１３は、嚥下区間を除く期間（のみ）における音
響信号を、音として出力するための第２再生信号に変換し、出力部１５は、第２再生信号
を咽喉音として出力してもよい。この場合、検出部１１が嚥下区間を検出することができ
なかったときであっても、咽喉音が出力され続けている。よって、看護者又は介護者等の
ユーザは、咽喉音から嚥下音を聞き分けて、嚥下が行われたことを確認することができる
。
【００６４】
　また、上記実施形態においては、特徴量として、ＭＦＣＣ及び各音イベントでの音響信
号の位相情報が用いられている。しかし、特徴量としては、これらＭＦＣＣ及び位相情報
に加えて、各音イベント内におけるエネルギーの平均値、各音イベントの継続長等を用い
てもよく、また、咽喉音とは別に環境音を取得可能である場合においては、各音イベント
内における咽喉音と環境音とのパワー及びパワー比の平均値、環境音のＭＦＣＣ及びエネ
ルギー等を更に用いてもよい。なお、特徴量としては、位相情報が用いられなくてもよい
。
【００６５】
　また、上記実施形態においては、識別部２２は、ＳＶＭを用いて構成されている。しか
し、識別部２２は、ＳＶＭに限定されず、例えば、決定木、ＧＭＭ（Gaussian Mixture M
odel：混合ガウス分布モデル）、ＡｄａＢｏｏｓｔ（AdaptiveBoosting）、ＨＭＭ（Hidd
en Markov Model：隠れマルコフモデル）等を用いて構成されていてもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態においては、嚥下情報提示装置１は、第１スピーカ３及び第２スピ
ーカ４との間で有線又は無線によって通信を行い、嚥下音と咽喉音とを時間同期加算又は
ステレオで出力している。しかし、嚥下情報提示装置１は、一つのスピーカとの間で有線
又は無線によって通信を行い、嚥下音と咽喉音とを時間同期加算で出力してもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態においては、信号取得部１０はＡ／Ｄ変換部を有し、出力部１５は
Ｄ／Ａ変換部を有していた。しかし、信号取得部１０はＡ／Ｄ変換部を有していなくても
よく、出力部１５はＤ／Ａ変換部を有していなくてもよい。
【００６８】
　また、上記実施形態においては、生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したこと
を契機に、嚥下区間における音響信号を音として知覚可能に出力するための信号に変換し
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た。しかし、知覚可能な出力としては、音に限らず、ユーザの五感によって感知され得る
出力であれば特に限定されない。
【００６９】
　例えば、生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥下区間にお
ける音響信号を、光として出力するための信号に変換し、出力部１５は、生成部１２によ
って変換された信号を光として出力してもよい。なお、嚥下区間における音響信号が光に
変換される場合には、嚥下情報提示装置１は、第１スピーカ３及び第２スピーカ４に代え
て、ＬＥＤ等の発光装置に接続されていてもよい。この場合、看護者又は介護者等のユー
ザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、ＬＥＤの光を見ることによっ
て、嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【００７０】
　或いは、生成部１２は、検出部１１が嚥下区間を検出したことを契機に、嚥下区間にお
ける音響信号を、振動として出力するための信号に変換し、出力部１５は、生成部１２に
よって変換された信号を振動として出力してもよい。なお、嚥下区間における音響信号が
振動に変換される場合には、嚥下情報提示装置１は、第１スピーカ３及び第２スピーカ４
に代えて、バイブレータ等の振動生成装置に接続されていてもよい。この場合、看護者又
は介護者等のユーザは、例えば他の作業を行っているようなときであっても、バイブレー
タの振動を感じることによって、嚥下が行われたことを容易に確認することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１…嚥下情報提示装置、２…マイク、３…第１スピーカ、４…第２スピーカ、１０…信
号取得部、１１…検出部、１２…生成部、１３…再生部、１４…遅延部、１５…出力部、
２０…音区間検出部、２１…特徴量抽出部、２２…識別部、２３…調整部。

【図１】 【図２】
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